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Ⅰ 鎌倉市災害時受援計画の構成 

・本編（第１章～第４章） 

・資料編（様式１～様式１８ 受援関連業務に用いる様式を掲載） 

の２編構成です。 

 

Ⅱ 本編 

 

 

【計画の趣旨】 
大規模災害が発生した場合、国や他の地方公共団体、民間団体等からの人的応援を円

滑に受け入れ、最大限に活用することが求められます。 

また、避難所等においては、被災者が必要とする食糧・生活必需品等の救援物資の膨

大なニーズが発生し、被災自治体が主体となって被災者への救援物資供給を行わなけ

ればなりません。 

このようなことから、本市が被災した場合に、外部からの人的・物的応援を円滑に受

け入れ、本市職員と応援職員等が連携し、効果的な災害応急対策や被災者支援に取り組

むため、｢鎌倉市災害時受援計画｣を策定します。 

【計画の範囲】 
大規模災害発生後における災害対策基本法及び災害時相互応援協定に基づく応援を

対象範囲とし、対象期間は、鎌倉市地震災害時業務継続計画(以下、｢ＢＣＰ｣という。)

に準拠し、発災から約１か月を基本とします。 

【計画の位置づけ】 
本計画は、地域防災計画の下位計画として受援の詳細を規定するとともに、ＢＣＰに

定めている非常時優先業務を実施する際に不足する人的・物的資源を確保するための

計画として位置づけます。 

 

 

【受援体制の整備】 

災害対策本部事務局内に受援に関する総合調整業務を担当する受援担当を設置すると

ともに、各部総務担当班に受援担当(責任者・担当)を設置します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 災害対策本部の物的受援体制は、人的受援体制と同じ体制とします。(兼務) 

【受援担当の役割】 

○災害対策本部事務局受援担当 

・県や応援職員等派遣機関への要請及び調整に関すること 

・都市提携市との相互応援協定に基づく応援要請に関すること 

・自衛隊派遣要請の判断、要請、活動内容、受入体制に関すること 

・各部（班）のニーズ、受援状況のとりまとめに関すること 

 ・受援に関する庁内全体の調整に関すること（受援調整会議の開催・運営等） 

・応援者の受入れ支援に関すること 

○各部受援担当 

・部の人的応援受入れに関する状況把握・ニーズとりまとめ 

・部の人的応援受入れに関する管理 

・部内調整 

・災害対策本部事務局受援担当への報告及び調整 

第１章 総則 

第２章 人的応援の受入れ 

災害対策本部条例施行規則 組織図 
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【受援対象業務】 

業務実施にあたり必要な人員が不足すると考えられる２０業務を選定します。 

 

【人的応援の受入れの流れ】 

応援職員等の受入れに係る基本的な流れは、次のとおりです。 

 

 

 

【平素からの取組】 

・新たな制度・知見等を踏まえた計画内容の見直し 

・実効性の向上 

・関係機関等との連携 

・実災害からの教訓の収集・整理  を平素からの取組としています。 

 

Ⅲ 資料編 

「ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブック」（平成３１年

３月 国土交通省）及び先行事例を参考に、実際に人的・物的応援の受入れにあたり必

要な様式１から様式１８を掲載しています。 

 

【地域内輸送拠点】 
地域内輸送拠点を佐川急便株式会社との｢災害時における物資の受入及び配送等に関

する協定｣に基づき、佐川急便株式会社又は同社の関係団体が提供する施設とします。 

※地域内輸送拠点 

広域物資輸送拠点(県設置)から供給される物資を受け入れ、避難所(市設置)へ送り出

すために市が設置する拠点 
【物的応援の受入れの流れ】 

物的応援の受入れに係る基本的な流れは、次のとおりです。 
 

第４章 平素からの取組 
○県を通じた職員の派

遣要請や災害時相互応

援協定による要請な

ど、本部事務局が応援

要請する場合の基本的

な流れです。 

○様式１から様式５

は、資料編に掲載して

います。 

○様式１３から

様式１８は、資料

編に掲載してい

ます。 

情報の流れ

地域内輸送拠点 広域物資輸送拠点

物資の流れ

分野 避難所 受援担当 本部事務局 県・協定先

鎌
倉
市

ニーズ収集 【総務班】

【健康福祉班】

【教育総務班】

各部ニーズを

とりまとめる

地域内輸送拠

点での受入

本部事務局による要請のほか、市民健康班の医薬品その他衛生材料

や、都市整備班の応急対策用物資資材など、各部局から直接要請す

る場合もある。

ニーズ

調査票

【様式13】

要
請
に
基
づ
き
対
応
を
決
定

物資の給与

情報

共有

全庁のとりまとめ

輸送計画

【様式17】

国プッシュ型支援

協定による運用を検討

【本部連絡班】

・ニーズ管理票

を作成し各機関

に要請

・配分に関する

方針を策定

決定

要請／発注票

【様式15】

県調達物資

ニーズ

管理票

【様式14】
在庫管理票

【様式18】

ニーズ

調査票

【様式13】

配分計画

【様式16】

在庫管理票

【様式18】

第３章 物的応援の受入れ 


